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次のすべてに該当する方 

（１）児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があり、園児と同一世帯である 
（２）預かり保育を利用している園児が第２子以降である 
（３）園児の預かり保育料を負担している 
（４）保育の必要性が確認できる 
（５）課税世帯である（非課税世帯で施設等利用給付認定（新３号認定）を受けている方は施設等利用費の 

補助対象となります） 
（６）満３歳児クラスに在籍している 

※３歳の誕生日を迎えた月かつ幼稚園入園月から補助対象です 
※園則で満３歳児クラスが規定されている場合のみ補助対象です 

（７）認可保育所等に在籍していない 
 

 
 
 

 
 
 
月額 16,300 円（上限額） 

＜ひと月当たりの補助額算定方法＞ 
① 利用日数×日額単価（450 円）・・・A 
② 実際に支払ったひと月あたりの金額と A を比較して低い方・・・B 
③ 月額上限額と B を比較して、低い方が月額補助額となる 

 

 

 

 

 

預かり保育補助金（保護者補助金）のご案内 

202５年度中野区私立幼稚園等保護者補助金 

2025 年度 
2025 年 6 月発行 

補助の対象 

 補助金の種類と内容 

 預かり保育料への補助 

満３歳児クラスかつ第２子以降の方向け 
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保護者のいずれもが下表の保育の必要性の事由に該当していることを「保育の必要性がある」といいます。 
父母の認定事由が異なる場合は、有効期限の短い方が認定の事由となります。 

 
※ 下 の お 子 さ ん の 出 産 休 暇 に 入 る 前 に 上 の お 子 さ ん が 補助対象施設に 入 所 し た 場 合 に 限 り ま す 。

下 の お 子 さ ん の 出 産 休 暇 に 入 っ た 後 に 上 の お 子 さ ん が 補助対象施設に 入 所 し た 場 合 は 、下 の お
子 さ ん の 育 児 休 業 中 は 補 助 の 対 象 と は な り ま せ ん 。  

 
 
 
 
 
 

 
 

保育の必要性の事由（保護者の状況） 補助対象期間 

就労 就労（月 48 時間以上）をしている場合 就労している月 

妊娠・出産 出産の前後の場合 
出産予定月及びその前後２ヶ月（多胎妊娠

の場合は 14 週間前から） 

求職活動 求職活動を行っている場合 ３か月（施設利用開始日から起算）  

就学 
学校教育法に定める学校や職業訓練校等で 

月 48 時間以上受講をしている場合 
 

必要な期間 
 

疾病・障がい等 疾病や障がいがあり保育に支障がある場合 

介護・看護 親族の方を日中介護・看護している場合 

 

育児休業 

 
☆「育児休業」は「育児

休業、介護休業等育
児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関
する法律」に基づく
休 業 を い い ま す の
で、自営業の方の育
児休業は原則認めら
れません。 

①育児休業中に、児童が補助対象施設に在籍した

場合 

復職月に４８時間以上就労している場合、復

職月の直前 1 か月分 

②上のお子さんの育児休業からいったん復職し、上

のお子さんが補助対象施設に入所した後、下のお

子さんの出産・育児休業を取得する場合※ 

保護者が育児休業中に限り、最大で下のお

子さんが満 3 歳に達する年度の 3 月末日ま

で 

③上のお子さんの育児休業から復職せず、続けて下

のお子さんの出産・育児休業を取得した場合 

上のお子さんの補助は下のお子さんの産前

産後休業中のみ。下のお子さんの補助は①が

該当 

 保育の必要性の事由及び補助対象期間 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 提出回数 

① 添付資料送付票 年度に 1 回 

 

 

 

 

 

②  父母そ れ ぞれ の保

育の必要性を確認で

きる書類 

 
 
 
 

就労 

会社員 

パート 

派遣社員

等 

就労証明書（区様式） 

☆就労先が複数にわたる場合はそれぞれの就労証明

書が必要 

 

年度に１回 

自営業

（親族経

営を含

む） 

経営主 

(１) 就労証明書（区様式） 

(２) 令和６年度の確定申告書（一表・二表）又は源

泉徴収票のコピー 

☆(２)の書類が提出できない場合は以下２点 
①仕事内容や資格がわかるもの（営業許可証、開

業届等） 

②収入の証明（報酬の記録、通帳のコピー等） 

出産  母子健康手帳の分娩予定日記載ページのコピー 

求職活動 
就職活動を証明する書類（ハローワークが認める求職活動を証

する書類、求職活動報告書（区様式）、不採用通知） 

就学 

(１) 在学証明書のコピー 

(２) スケジュールの確認ができるもののコピー（時間割表等） 

(３) 在学開始日および卒業見込年月日の確認ができるもののコ

ピー 

疾病  診断書（区様式） 

障がい 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー 

親族の 

介護・看護 

(１) 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険

者証等のコピー 

(２) 介護・看護の週間スケジュール（詳細はお問い合わせくだ

さい） 

 提出書類 

「全員」提出する書類  

提出書類の続きは次ページをご確認ください。 

※2025 年４月２日以降

かつ補助金申請日から

起算して６か月以内に

以下の手続きで提出し

ており、その後の状況に

変更がない場合は提出

省略可能 

・認可保育所の申込み 

・認可保育所の現況調査 

・新認定の申請 

・兄弟分の補助金申請 
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提出書類 提出回数 

※2025 年度中に

未提出の方 

③ 2025 年度施設等利用費請求及び中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対
する補助金申請書兼口座振替依頼書（区様式） 

年度に 1 回 

※2025 年度中に

未提出の方 

④ 申請保護者の本人確認書類のコピー 
顔写真つき証明書（１点）…マイナンバーカード（表面）、運転免許証（両面）、パスポ

ート、障害者手帳、在留カード（両面）等 
顔写真なし証明書（２点）…健康保険証（両面）、国民年金手帳、社員証、本人名義の

預金通帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者
証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 

年度に 1 回 

4 月～8 月分の補

助金申請かつ

2024 年１月１日

時点で中野区に住

民登録がない場合 

⑤ マイナンバーカード（裏面）またはマイナンバーが記載された住民票の写しのコピー 
※父、母及び生計を共にする扶養義務者全員分 

※海外に居住していた方は 2023 年１月～12 月分の収入を証明するもの（勤務先の所得証明、 
収入申告書等）を日本語訳付きでご提出ださい。 

年度に 1 回 

9 月～3 月分の補

助金申請かつ

2025 年１月１日

時点で中野区に住

民登録がない場合 

⑥ マイナンバーカード（裏面）またはマイナンバーが記載された住民票の写しのコピー 
※父、母及び生計を共にする扶養義務者全員分 

※海外に居住していた方は 2024 年１月～12 月分の収入を証明するもの（勤務先の所得証明、 
収入申告書等）を日本語訳付きでご提出ださい。 

年度に 1 回 

在園する幼稚園以

外で幼稚園型一時

預かり事業を利用

した方で、右記に

該当する方 

⑦ 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書 
下記２つに当てはまる場合ご提出ください。 
（１）在園している幼稚園が提供する預かり保育の提供が一定水準以下※１ 
（２）在園する幼稚園以外で幼稚園型一時預かり事業※２を利用した 
 ※１一定水準以下＝年間開所日数が 200 日未満又は平日開所時間が 8 時間未満 

⮕対象の幼稚園は P６の預かり保育補助の対象施設（無償化対象施設）について」から確認で

きます。(中野区外の園については、園が所在する各自治体へお問い合わせください。) 

 ※２幼稚園型一時預かり事業実施園については園が所在する自治体にお問い合わせください。 

支払い期ごと 

 「該当する方のみ」提出する書類 

または 
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※1 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書の提出期限は下記の通りです。 

第１期：2025 年 10 月８日（水） 

第２期：2026 年 4 月 8 日（水） 

※上記いずれかの期に申請すれば、2025 年度中は有効となります。ただし、転園した場合は改めて申請が必要です。 

※2025 年度中に限り、第２期に申請した場合でも４月分まで遡って申請することが可能です。 

ただし、第 2 期締切日以降は申請することができませんのでご注意ください。 

 ※振込日一週間前に交付（不交付）決定通知を送付します。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
申請対象期間 提出期限 交付時期 

第 1 期 4～9 月分 2025 年 7 月 11 日（金）17 時 

※１ 
2025 年 11 月 28 日（金） 

第 2 期 10 月～3 月分 
2026 年 3 月 13 日（金）17 時 

※１ 
2026 年 4 月 24 日（金） 

郵送 

〒164-8501 中野区中野 4-11-19 

中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行 
※郵送で提出した場合、未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、 

配達記録の残る方法を推奨しています。 

持参 中野区役所 3F 子ども総合窓口 

問い合わせ先 03-3228-5681 (平日 8:30-17:00) 

 書類提出先 

 申請期限と交付予定時期 
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 関連するホームページ 

 

よくある質問 

認証保育所等保護者補助金 

（各種書類のダウンロードもできます） 

 

 

振込口座を変更したいとき 

 
 

 

退園・転出するとき 

 

ＭＥＭＯ 

預かり保育補助の対象施設 

（無償化対象施設）について 



✔

 

 



宛

証明日 年 月 日

※区役所使用欄

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 月 日

3 □ 無期 □ 有期 年 月 日 ～ 年 月 日

□ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

□ □ □ □ □ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 月 日

年 月 日

年 月 日

就労証明書

利用中 □ 申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

利用中□ □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 □

施設名

施設名

施設名

申込中（第一希望）

□

生年月日

生年月日

備考欄

児童名

育休延長可否

生年月日

児童名

児童名

保育士等としての勤務実態
の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

復職（予定）年月日

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

7
就労実績

※日数に有給休暇を含み、
時間数に休憩・残業時間を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 ～

年月

日／月 時間／月

年月 年月

時間／月日／月 時間／月 日／月

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

日祝

土曜

（うち休憩時間 分）

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間

月間
□

一月当たりの就労日数 月間 一週当たりの就労日数 週間

時間 分

平日

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ

本人氏名 生年 月日

1 業種

記載者連絡先

項目 記載欄

中野区長

西暦

事業所名

電話番号

担当者名

代表者名

所在地



【事業所（記入担当者）の方へ】
※中野区では国が定める標準的な様式の就労証明書に記載されたものでも受理可能です。
　当就労証明書は標準的な様式の就労証明書に当たります。

１．　ご不明点がある場合は記入例、記載要領をまずはご確認ください。
　　記入例、記載要領①や就労証明書（EXCEL・PDF版）②は中野区のホームページよりダウンロードができます。

　【URL】
　　①中野区ホームページ　『就労証明書に関するよくあるご質問』
 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/nyuuen/syurosyomeisyo.html）

　　②中野区ホームページ　『「保育所等のごあんない」冊子＆申込みに必要な書類等ダウンロード』
 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/hoikuen/moshikomi-dl.html）

２． 誤字等の訂正が必要な場合は、就労先事業者等が二重線により訂正してください。
　　 修正テープや消えるボールペンを使用している場合は再提出をお願いすることがあります。

３.　この証明書は、保育施設等への入所、継続通園、保育の必要性の確認及び補助金申請のために
　　必要なものです。その他の目的には使用しません。

４.  就労状況の確認のため、電話や訪問調査させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【保護者の方へ】
１.  就労証明書の裏面については提出不要です。

２.  保護者自身が自営業・経営主の場合、自身で就労証明書をご記載していただいたうえで、
　　別途、直近の所得税の確定申告書一表・二表または源泉徴収票等の提出が必要となります。

３.  就労証明書を提出する際は、証明日から３か月以内に必ずご提出をお願いします。

４．表面NO１９の保護者記載欄は郵便で提出する場合のみ、記載してください。
　　なお、電子申請または窓口で提出する場合は記載不要です。

＊お問合せ先＊
お問合せいただく前に必ず、中野区ホームページ等にて記入例及び記載要領を
ご確認いただけますようお願いいたします。

中野区　子ども教育部　保育園・幼稚園課
・認可保育所等への入園・転園に関すること　 TEL 03-3228-8960　（保育入園係）

・認可保育所等入園後の手続き、現況届に関すること TEL 03-3228-5793　（教育・保育支給認定係）

・認証保育所等保護者補助金に関すること TEL 03-3228-5681　（幼稚園・認可外保育係）

スマホの方はこちらから

↓①記入例・記載要領はこちら ↓②書類のダウンロードはこちら



宛

証明日 年 月 日

※区役所使用欄

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 月 日

3 □ 無期 □ 有期 年 月 日 ～ 年 月 日

□ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

□ □ □ □ □ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 月 日

年 月 日

年 月 日

就労証明書

利用中 □ 申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

利用中□ □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 □

施設名

施設名

施設名

申込中（第一希望）

□

生年月日

生年月日

備考欄

児童名

育休延長可否

生年月日

児童名

児童名

保育士等としての勤務実態
の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

復職（予定）年月日

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

7
就労実績

※日数に有給休暇を含み、
時間数に休憩・残業時間を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 ～

年月

日／月 時間／月

年月 年月

時間／月日／月 時間／月 日／月

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

日祝

土曜

（うち休憩時間 分）

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間

月間
□

一月当たりの就労日数 月間 一週当たりの就労日数 週間

時間 分

平日

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ

本人氏名 生年 月日

1 業種

記載者連絡先

項目 記載欄

中野区長

西暦

事業所名

電話番号

担当者名

代表者名

所在地



【事業所（記入担当者）の方へ】
※中野区では国が定める標準的な様式の就労証明書に記載されたものでも受理可能です。
　当就労証明書は標準的な様式の就労証明書に当たります。

１．　ご不明点がある場合は記入例、記載要領をまずはご確認ください。
　　記入例、記載要領①や就労証明書（EXCEL・PDF版）②は中野区のホームページよりダウンロードができます。

　【URL】
　　①中野区ホームページ　『就労証明書に関するよくあるご質問』
 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/nyuuen/syurosyomeisyo.html）

　　②中野区ホームページ　『「保育所等のごあんない」冊子＆申込みに必要な書類等ダウンロード』
 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/hoikuen/moshikomi-dl.html）

２． 誤字等の訂正が必要な場合は、就労先事業者等が二重線により訂正してください。
　　 修正テープや消えるボールペンを使用している場合は再提出をお願いすることがあります。

３.　この証明書は、保育施設等への入所、継続通園、保育の必要性の確認及び補助金申請のために
　　必要なものです。その他の目的には使用しません。

４.  就労状況の確認のため、電話や訪問調査させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【保護者の方へ】
１.  就労証明書の裏面については提出不要です。

２.  保護者自身が自営業・経営主の場合、自身で就労証明書をご記載していただいたうえで、
　　別途、直近の所得税の確定申告書一表・二表または源泉徴収票等の提出が必要となります。

３.  就労証明書を提出する際は、証明日から３か月以内に必ずご提出をお願いします。

４．表面NO１９の保護者記載欄は郵便で提出する場合のみ、記載してください。
　　なお、電子申請または窓口で提出する場合は記載不要です。

＊お問合せ先＊
お問合せいただく前に必ず、中野区ホームページ等にて記入例及び記載要領を
ご確認いただけますようお願いいたします。

中野区　子ども教育部　保育園・幼稚園課
・認可保育所等への入園・転園に関すること　 TEL 03-3228-8960　（保育入園係）

・認可保育所等入園後の手続き、現況届に関すること TEL 03-3228-5793　（教育・保育支給認定係）

・認証保育所等保護者補助金に関すること TEL 03-3228-5681　（幼稚園・認可外保育係）

スマホの方はこちらから

↓①記入例・記載要領はこちら ↓②書類のダウンロードはこちら



宛

証明日 年 月 日

※区役所使用欄

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 ☑ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 5 月 8 日

3 □ 無期 ☑ 有期 年 5 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

☑ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 ☑ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 ☑ 取得中 □ 取得済み

年 8 月 16 日 ～ 年 6 月 26 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 ☑ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） ☑ 無

14 □ 有 ☑ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 ☑ 可 □ 可（予定） □ 否

16 ☑ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 8 月 日

年 月 日

年 月 日

就労証明書
中野区長

西暦 8 20

事業所名 中野商社（株）

2024

電話番号 ○○○○

担当者名 中野　太郎

代表者名 丸山　央太郎

所在地 中野区中野5丁目〇番△号

０３ ○○○○

○○○○

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先 ０３ ○○○○

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

2024

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ ナカノ　ハナコ

本人氏名 中野　花子 生年 月日 1995

2025

（うち休憩時間 1200 分）

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間

月間 160
□

一月当たりの就労日数 月間 20 一週当たりの就労日数 週間

時間 0 分

5

平日 9 0 17 30 60

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

日祝

土曜 9 0 17 0 60

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

3 年月 2024 4

20 日／月 168 時間／月 20

年月 2024 2 年月

時間／月日／月 157 時間／月 21 日／月 176
7

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

10 産休・育休以外の休業の
取得

理由

期間

15

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間 2024 2025

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 2024 5 10 ～ 2024 8

2024

復職（予定）年月日 2025 6 27

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

保育士等としての勤務実態
の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

□

生年月日

生年月日

備考欄

児童名

育休延長可否

生年月日

2023 8中野　太郎

児童名

児童名
利用中 □ 申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

利用中□ ☑ 申込中（第一希望）

□ 利用中 □

施設名

中野保育園

施設名

施設名

申込中（第一希望）

記入例

手書きの際は消えないボールペンでご記入ください

証明日から3か月以内にご提出ください

有期契約の場合、雇用期間満了後の更新

の有無をNO14にご記入ください。

派遣の場合はこちらに派遣先を記入し派遣元で証明してください。

育児休業を取得している場合、育児休業延長

の可否をNO16にてご記入ください。

すでに取得済の方はチェックを付けずに産前・産後休業の期間を記入してください。


